
（※３）家庭用電気治療器とは 施行令別表第一機械器具の項第 78号に掲げる家庭用電気治療器で 

あり、具体的にはクラス分類告示別表第二のうち次のものをいう 

 

 

1729 家庭用低周波治療器    1730 家庭用電位治療器     1731 家庭用短波ジアテルミー装置 

1732 家庭用超短波治療器    1733 家庭用高周波治療器    1734 組合せ家庭用電気治療器  

1735 電位・温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器  

1736 低周波・電位・超短波組合せ家庭用医療機器         

1737 低周波・電位・温熱組合せ家庭用医療機器  

1738 低周波・温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器  

1739 低周波・電位組合せ家庭用医療機器            

1740 低周波・超短波組合せ家庭用医療機器 

1741 低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器       

1742 低周波・温熱組合せ家庭用医療機器  

1743 低周波・温灸組合せ家庭用医療機器            

1744 電位・超短波組合せ家庭用医療機器 

1745 電位・温熱組合せ家庭用医療機器             

1746 電位・温灸組合せ家庭用医療機器  

1747 電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器        

1748 電位・エアマッサージ組合せ家庭用医療機器     

1749 温熱・温灸組合せ家庭用医療機器             

1750 温熱・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器 

1751 温灸・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器         1752 電気睡眠導入器  

1753 家庭用電子針        1754 家庭用赤外線治療器    1755 家庭用紫外線治療器  

1756 家庭用炭素弧光灯治療器   1759 家庭用温熱治療器 

 


